
Ⅱ 管  理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

管 理 課 

 

管理課は、①保健医療対策、②医事、③歯科保健対策、④保健所管理運営を行っている。 

 

①  保健医療対策 

  所内に医療安全支援センターを設置し、「患者の声相談窓口」での対応等の強化のため、患者中心

の医療と医療安全対策の強化に努めた。  

糖尿病医療連携推進事業や脳卒中医療連携推進事業では、検討会や幹事会を開催し、一般住民に

向けたリーフレットを作成し、配布するなど一層の事業推進に努めた。  

② 医事 

  診療所・歯科診療所の開設許可（届出）、事項の変更、休止・廃止・再開に関する事務等を行い、 

これらの施設に立入検査するとともに関係法規に基づき監視指導を行った。  

  また、医師、歯科医師、看護師、保健師、助産師等医療資格者の免許申請及び諸届出の経由事務

を行った。  

③  歯科保健対策 

 地域の保健・医療・福祉教育関係者へ歯科保健向上のための研修会を開催したほか、障害者等歯

科保健推進のため、摂食嚥下機能支援の基盤整備を目的とした研修会や摂食嚥下機能支援シンポジ

ウムを実施した。また、地域歯科保健の向上を目指し、関係機関との協議の場として会議を開催し

地域の課題共有に努めた。  

③  保健所管理運営 

東京都府中合同庁舎及び武蔵野三鷹地域センターについて、合同庁舎内の他事業所とも連携しな

がら維持管理を行うとともに、適切な執務環境の整備に努めた。 
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１１００  保保健健医医療療  

 

((11))  医医療療安安全全支支援援セセンンタターー事事業業  

地域における医療の安全対策を推進する拠点として「多摩府中保健所医療安全支援センター」を設

置し、住民の医療に関する相談、医療機関や住民への助言、情報提供や研修会の実施など医療安全支

援事業を行っている。 

 令和５年度の医療安全支援センター事業の内容は以下のとおりである。 

①①  患患者者のの声声相相談談窓窓口口 

地域の医療機関で行われている医療に関し、総合的に相談を受ける窓口として二次保健医療圏ご

とに設置され、患者・住民の医療に関する相談、医療機関に関する相談を受けている。 

必要に応じて医療機関への助言を行い、患者と医療機関のより良い関係の構築を目指している。 

〔表１０－１〕 患者の声相談件数 

区 分 総数 

相 談 者 相 談 内 容 処 理 経 過 

本人 
家族 
親戚 

友人 
知人 

医療 
機関 

その他 不明 相談 苦情 その他 
この 

相談で 
終了 

関係 
機関 
紹介 

医療 
機関へ
伝えた 

継続 
相談 

その他 

４年度 837 586 155 5 11 23 57 546 247 44 535 285 4 1 12 

５年度 645 449 120 4 7 13 52 393 234 18 467 165 4 0 9 

  

②②  患患者者相相談談窓窓口口担担当当者者連連絡絡会会・・研研修修会会  

管内医療機関・関係団体等の患者相談窓口担当者向けの研修会・連絡会の開催や、業務に必要な

情報提供を行い、担当者間の連携や、患者と医療機関の信頼関係の構築を図っている。 

〔表１０－２〕 患者相談窓口担当者連絡会・研修会 

実施日 実施内容・講師 対象者 

2月13日 

テーマ：「どうして患者は怒るのか？ 

‐患者とのすれ違いをなくすために必要なこととは‐」 

講 師：帝京大学大学院教授 石川ひろの氏 

管内病院・有床診療所の患者相

談窓口担当者 

  

③③  医医療療安安全全推推進進担担当当者者連連絡絡会会・・研研修修会会  

管内医療機関・関係団体等の医療安全推進担当者に、医療安全を推進するための情報提供及び情

報交換を行い、医療安全対策の向上及び担当者間の連携を図っている。平成 28 年度からは医療安

全推進担当者連絡会内の医療安全管理グループと院内感染対策グループをそれぞれの連絡会として

別途開催することとした。  

〔表１０－３〕 医療安全推進担当者向け連絡会・研修会 

実施日 実施内容 対象者 

医療安全推進 

担当者研修会 

・連絡会 

1月10日 

テーマ：「医療安全推進担当者の役割って何？‐ポストコロ

ナの医療安全。変わったものと変わらない大切なもの‐」  

講  師：杏林大学医学部付属病院 北原るり子氏 

管内病院・有床診療所の医療安全

推進担当者等 

院内感染対策 

担当者連絡会 

6月20日 

3月15日 

第１回テーマ：「類型変更後のコロナ対策、あなたの施設

はどうしてる？ ‐患者とスタッフを守るために大切に

したいポイントとは‐」 

第２回テーマ：「次のパンデミックに備える ‐再び右往左

往しないための BCP 作成の『キモ』とは？‐」 

 

管内病院・有床診療所の院内感染

対策担当者等 
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④ 住民向け普及啓発

医療に関する知識の習得や意識の向上、医療従事者との関係作りについて普及啓発を図るため、

住民向け普及啓発を実施している。 

令和５年度は、保健所発行の広報誌により住民向けの普及啓発を実施した。 

〔表１０－４〕住民向け普及啓発 

者象対容内施実期時施実

7月

保健所広報誌「保健所ねっと（令和 5 年度第 1 号）」にて、住民向けに普及啓発

を実施。 

テーマ：「上手な医療のかかり方 『かかりつけ医』を持ちましょう！」 

一般都民、 

保健・医療・福祉関係者等 

⑤ 医療安全推進分科会

住民が安心して受けられる保健医療サービスの基盤作りのため、管内の医療安全支援事業や医療

安全支援センターの運営に係る事項についての協議を行っている。 

〔表１０－５〕 医療安全推進分科会

者加参容内施実日施実

3月13日 医療連携推進事業について 
（１）医療安全支援センター事業、患者の声相談窓口活動報告 
（２）有床診療所立入検査実施状況 

地域医療システム化推進部会委員 19 名 

（〔表５－１〕地域医療システム化推進部会

と同時開催） 

(2) 糖尿病医療連携推進事業

① 目的

北多摩南部保健医療圏における糖尿病疾患に関する医療について、予防から治療までの一貫し

た糖尿病対策を推進し、都民の誰もが身近な地域で症状に応じた適切な治療を受けられる医療連携

体制を構築することにより、都内での糖尿病患者の重症化予防、療養生活の質の向上につなげるこ

とを目的とする。 

② 事業内容

ア 実施方法 

地域の実情に即した糖尿病医療連携体制を構築するため、北多摩南部保健医療圏糖尿病医療

連携検討会を設置し、糖尿病医療連携体制づくりに必要な事項を検討し、実施する。検討会の

事務局業務を北多摩南部保健医療圏内の４つの中核病院に輪番で委託して運営する。 

  イ 令和５年度委託先病院 

    東京都立多摩総合医療センター 

③ 令和５年度の取組

ア 糖尿病医療連携 検討会１回開催、幹事会２回開催

イ 地域住民及び医療従事者に対する糖尿病予防に係る普及啓発活動 

  糖尿病予防フェスタの開催 

世界糖尿病デーにあわせたブルーライトアップの実施 

  糖尿病に係る普及啓発用ホームページの運営 
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ウ 糖尿病の医療連携を推進する上で、地域の特性に応じた必要な取組 

定期的な糖尿病講習会を適宜、開催 

(3) 脳卒中医療連携推進事業

① 目的

北多摩南部保健医療圏における脳卒中疾患に関する医療について、都民が身近な地域で適切な医

療が受けられるよう、地域において急性期から回復期、在宅医療に至るまでの切れ目のない医療・

介護サービスを受けることができる仕組みを構築する。 

② 事業内容

ア 実施方法 

地域の実情に即した脳卒中医療連携体制を構築するため、北多摩南部保健医療圏脳卒中医療連

携検討会を設置し、脳卒中医療連携体制づくりに必要な事項について検討を行う。検討会の事務

局業務を北多摩南部保健医療圏内の病院へ委託して運営する。北多摩南部保健医療圏においては、

「北多摩南部脳卒中ネットワーク研究会」の世話人会を検討会として位置づけ、実施している。 

  イ 委託先病院 

「北多摩南部脳卒中ネットワーク研究会」の事務局でもある、武蔵野赤十字病院に継続して委 

託している。 

④ 令和５年度の取組

ア 脳卒中医療連携検討会 １回開催（ＷＥＢ開催） 

 イ 北多摩南部脳卒中ネットワーク研究会 １回開催 

演題：「多職種連携にもとづく脳卒中相談窓口の展開」 

  エ 医療従事者に対する普及啓発活動 

研修会等 ５回 

演題：「これからの脳卒中連携～脳卒中相談窓口～」 

  ウ 市民公開講座 

演題：「脳卒中の治療と予防 

　　　　～早く病院へ行くことの大切さ、リハビリテーション、予防について～」

演題：「自動車運転再開支援について」 

演題：「アルツハイマー病治療の展望 新時代の神経内科診療」 

演題：「自己免疫性脳炎について」 

演題：「眼症状から始まる脳血管内治療」 

  オ 地域連携クリティカルパスの活用促進 

入退院支援の推進による地域包括ケアシステムの構築のための取組の強化として、回復期か

ら地域連携パスを使用できるようになったため、回復期病院から使用するにあたり、有効に活用

する体制及び内容や活用方法等について、医療機関を訪問し意見交換を行った。 

     訪問医療機関数  21ケ所 
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武
蔵
野
市

三
鷹
市

府
中
市

調
布
市

小
金
井
市

狛
江
市

新
規

廃
止

諸
届

43 ( 10,673 ) 42 ( 10,570 ) 7 7 14 8 5 1 1 1 107 3

947 ( 182 ) 962 ( 153 ) 234 154 193 219 96 66 109 59 346 89

有床 16 ( 182 ) 14 ( 153 ) 3 - 5 3 1 2 - 2 21 4

無床 931 948 231 154 188 216 95 64 109 57 325 85

677 ( - ) 684 ( - ) 157 106 151 159 73 38 44 23 269 39

有床 - ( - ) - ( - ) - - - - - - - - - -

無床 677 684 157 106 151 159 73 38 44 23 269 39

51 ( 5 ) 61 ( 5 ) 12 17 8 14 4 6 13 2 1 3

有床 3 ( 5 ) 3 ( 5 ) - 1 1 1 - - - - - -

無床 48 58 12 16 7 13 4 6 13 2 1 3

5 5 - 2 1 2 - - - - 2 -

702 710 188 116 148 132 82 44 41 33 121 45

柔道整復 369 372 80 57 80 90 44 21 16 13 102 24

767 771 118 146 148 152 141 66 28 28 1 -

- - - - - - - - - - - -

107 105 13 13 32 26 13 8 3 5 - 3

3,668 3,712 809 618 775 802 458 250 255 164 949 206

業　      種

施設数 届出件数（許可申請含む） 監
視
指
導
件
数

令和４年度末 令和５年度末

施
術
所

あマ指、はり、きゅう

歯 科 診 療 所

一 般 診 療 所

病 院

総 数

歯 科 技 工 所

医 業 類 似 行 為

出張施術業務者

衛 生 検 査 所

助 産 所

１１１１  医医事事 

 

((11))   医医事事衛衛生生（（診診療療所所等等医医療療施施設設関関係係））  

病院・衛生検査所の開設・変更等にかかわる経由事務、診療所、歯科診療所、施術所（あん摩マ

ッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復）、助産所、歯科技工所の開設に伴う許可（届出）、事項

の変更、休止・廃止・再開に関する事務等を行っている。そしてこれらの施設へ立入検査を実施し、

施設の構造設備・業務・広告等の関係法規に基づき監視指導を行っている。 

  医療安全確保を図るため、管内の有床診療所の３分の１の施設を対象に、診療所内の医療安全対

策や院内感染対策の実施状況等について立入検査を実施している。 

  また救急医療機関について、３年に一度の更新認定審査のための立入検査を実施している。 

〔表１１－１〕〔表１１－２〕〔表１１－３〕〔表１１－４〕 

 

((22))  医医療療資資格格者者  

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師、助産師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、

作業療法士、視能訓練士、診療放射線技師及び准看護師の免許に関する各種事務を行っている。

〔表１１－５〕 

 

〔表１１－１〕 医事関係施設数及び監視指導件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※１） （ ）内は病床数。 

（※２） あマ指：あん摩マッサージ指圧 
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表

１
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療
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関
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事
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数

病
診
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病

診
歯

病
診

歯
病

診
歯

病
診

歯
病

診
歯

病
診

歯
科

科
科

科
科

科
科

業
務

種
別

療
診

療
診

療
診

療
診

療
診

療
診
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診

療
療
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療
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療
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所
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所
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算
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※
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に
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年
１
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日
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在
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中
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布

市
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〔表１１－３〕 救急医療機関 
名        称 所   在   地 電話番号 診   療   科   目 

武蔵野赤十字病院 
武蔵野市境南町 

1-26-1 

(0422) 

32-3111 

内、呼、消、循、小、精、神内、外、整、形、脳、呼外、
心、乳外、産婦、眼、耳、皮、泌、リハ、放、麻、歯外、
緩内、病診、新内 

医療法人 啓仁会 

吉祥寺南病院 

武蔵野市吉祥寺 

南町 3-14-4 

(0422) 

45-2161 

内、消内、循内、外、脳、消外、大肛外、泌、整、リ
ハ、放、皮、麻、形 

武蔵野陽和会病院 
武蔵野市緑町 

2-1-33 

(0422) 

52-3212 

内、消内、腎内、外、整、脳、泌、リハ、放、麻、循内、
神内、糖内 

吉方病院 
武蔵野市中町 

2-2-4 

（0422） 

52-4371 
内、外、整、リハ 

医療法人財団 慈生会 

野村病院 

三鷹市下連雀 

8-3-6 

(0422) 

47-4848 

内、呼内、循内、神内、糖内、腫内、鏡内、血内、緩
内、漢内、外、脳、整、形、リハ、放診、臨 

医療法人社団 永寿会 

三鷹中央病院 

三鷹市上連雀 

5-23-10 

(0422) 

44-6161 

内、呼内、循内、消内、神内、血内、皮、内泌、腫内、
外、呼外、乳外、消外、泌、肛外、脳、整、眼、リハ、
放、麻 

杏林大学医学部付属病院 
三鷹市新川 

6-20-2 

(0422) 

47-5511 

内、呼、消、循、小、精、神内、リウ、外、整、形、美、
脳、呼外、心、小外、産、婦、眼、耳、皮、泌、リハ、
放、麻、歯外、救、病診、 

地方独立行政法人 

東京都立病院機構 

東京都立多摩総合医療センター 

府中市武蔵台 

2-8-29 

(042) 

323-5111 

内、呼内、循内、脳内、血内、消内、内代内、腎内、
緩内、皮、リウ、精、外、呼外、消外、血外、心、 
乳外、頭頸、泌、脳、整、形、眼、耳、産婦、リハ、放、
麻、救、歯、歯外、病診、小 

地方独立行政法人 

東京都立病院機構 

東京都立小児総合医療センター 

府中市武蔵台 

2-8-29 

(042) 

300-5111 

呼内、循内、消内、腎内、神内、透、新内、小、 
内代内、血腫内、感内、心内、児思精、呼外、脳、
整、形、血腫外、心、小外、臓、皮、泌、眼、耳、リハ、
放、麻、臨、救、小歯、矯、ア、病診 

医療法人社団 喜平会 

府中病院 

府中市美好町 

1-22 

(042) 

360-0033 
内、外、整、リハ、麻 

府中恵仁会病院 
府中市住吉町 

5-21-1 

(042) 

365-1211 

内、呼内、消内、循内、神内、脳内、外、整、形、脳、
婦、糖内、リハ、放、麻、泌、乳外 

公益財団法人 

日本心臓血圧研究振興会附属 

榊原記念病院 

府中市朝日町 

3-16-1 

(042) 

314-3111 

内、循内、小、外、心、放、麻、産婦、リハ、小心、 
小循内、循救、血外、病診 

医療法人社団 慈敬会 

府中医王病院 

府中市晴見町 

 1-20 

（042） 

362-4500 
内、呼内、消内、循内、糖内、神内、外、消外、整 

医療法人社団 桐光会 

調布病院 

調布市下石原 

3-45-1 

(042) 

484-2626 
内、外、整、脳、産婦、泌、リハ、麻、小、乳外 

医療法人社団 東山会 

調布東山病院 

調布市小島町 

 2-32-17 

（042） 

481-5511 

内、呼内、消内、循内、神内、糖内内、腎内、外、 
消外、整、大肛外、皮、泌、リウ、麻、リハ、放 

医療法人社団 大坪会 

北多摩病院 

調布市調布ヶ丘 

4-1-1 

（042） 

486-8111 

内、循内、鏡内、腎内、外、整、形、美、皮、泌、耳、 
リハ 

医療法人社団 大日会 

小金井太陽病院 

小金井市本町 

1-9-17 

（042） 

383-5511 
内、消、循、外、整、脳、リハ、呼内 

東京慈恵会医科大学 

附属第三病院 

狛江市和泉本町 

4-11-1 

(03) 

3480-1151 

内、呼内、循内、消内、腎内、糖代内、血内、小、精、
脳内、外、整、形、脳、消外、産婦、眼、耳、皮、泌、 
リハ、放、麻、歯、歯外、病診、肝外、乳外、呼外、救 

ア：アレルギー科、眼：眼科、肝外：肝臓外科、感内：感染症内科、漢内：漢方内科、緩内：緩和ケア内科、救：救急科、鏡内：内視鏡内科、矯：矯正歯科、形：形成外科、

外：外科、血内：血液内科、血外：血管外科、血腫内：血管腫瘍内科、血腫外：血管腫瘍外科、呼：呼吸器科、呼内：呼吸器内科、呼外：呼吸器外科、肛外：肛門外科、

産：産科、産婦：産婦人科、耳：耳鼻咽喉科、小：小児科、小外：小児外科、小心：小児心臓血管外科、小循内：小児循環器内科、循救：循環器救急科、新内：新生児内

科、腫内：腫瘍内科、消：消化器科、消内：消化器内科、消外：消化器外科、腎内：腎臓内科、循：循環器科、循内：循環器内科、神内：神経内科、心内：心療内科、 

精：精神科、児思精：児童・思春期精神科、歯：歯科、歯外：歯科口腔外科、小歯：小児歯科、心：心臓血管外科、整：整形外科、臓：臓器移植外科、大肛外：大腸・肛門

外科、透：透析内科、糖内：糖尿病内科、糖代内：糖尿病代謝内科、糖内内：糖尿病内分泌内科、頭頸：頭頸部外科、内：内科、内泌：内分泌科、内代内：内分泌代謝

内科、乳外：乳腺外科、脳：脳神経外科、脳内：脳神経内科、皮：皮膚科、泌：泌尿器科、病診：病理診断科、美：美容外科、婦：婦人科、放：放射線科、放診：放射線診

断科、麻：麻酔科、リウ：リウマチ科、リハ：リハビリテーション科、臨：臨床検査科 

（※１） 名称、所在地及び電話番号は、「救急告示医療機関一覧表（令和６年２月１日現在）」保健医療局医療政策部救急災害医療課より 

（※２） 診療科目は、「医療機関名簿 令和５年（令和５年６月１日現在）」保健医療局医療政策部医療人材課より 
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〔表１１－４〕 病院・診療所・助産所病床数 

区 分 総数 病院 

病床内訳 
一般 

診療所 

病床内訳 
歯 科  
診療所 

助産所 一般 
病床 

療養型 
病床 

結核 
病床 

精神 
病床 

感染症 
病床 

一般 
病床 

療養型 
病床 

４ 年 度 10,860 10,673 6,065 1,129 87 3,372 20 182 167 15 - 5 

５ 年 度 10,728 10,570 6,001 1,110 68 3,352 39 153 138 15 - 5 

武蔵野市 1,068 1,045 924 101 - - 20 23 23 - - - 

三 鷹 市 2,759 2,757 1,436 98 - 1,223 - - - - - 2 

府 中 市 3,576 3,516 2,358 248 41 850 19 58 43 15 - 2 

調 布 市 1,589 1,551 501 279 - 771 - 37 37 - - 1 

小金井市 1,148 1,140 248 384 - 508 - 8 8 - - - 

狛 江 市 588 561 534 - 27 - - 27 27 - - - 

〔表１１－５〕 医療従事者免許受付件数 

年
度 区 分 

総

数

医

師

歯

科

医

師

薬

剤

師

保

健

師

助

産

師

看

護

師

准

看

護

師

診
療
放
射
線
技
師

臨

床

検

査

技

師

衛

生

検

査

技

師

視

能

訓

練

士

作

業

療

法

士

理

学

療

法

士

そ

の

他

４ 総 数 1,557 156 19 219 120 32 717 26 34 51 - 11 53 109 10 

５ 総 数 1,636 158 33 221 127 47 756 50 34 51 1 9 45 100 4 

 新 規 903 115 14 86 61 21 404 30 27 31  7 27 76 4 

籍訂正・書換 672 30 13 126 65 25 329 17 7 18 1 2 17 22  

 再交付 42 4 3 9 1 1 17 3  2   1 1  

除籍 (抹消) 12 9 3 0            

 その他 7   -   6       1  

（※） 薬剤師については、生活環境安全課薬事指導担当が担当している。 
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１２ 歯科保健

歯や口の健康を保つことは、単に食物を咀嚼するだけではなく、食事や会話を楽しむなど豊かな人生

を送るための基礎となる。むし歯や歯周疾患の予防には、日常の生活習慣の改善や自己管理能力の向上

が重要なため、地域の保健・医療・福祉・教育等関係者への支援や、関係者向け研修会等による普及啓

発に努めている。 

また、障害者等歯科保健推進事業を実施し、障害(児)者が身近な地域で必要な歯科保健医療サービス

が受けられるよう、関係機関の連携システムづくりを支援している。 

(1) 障害者等歯科保健推進対策事業

① 施設等歯科健康管理支援

管内特別支援学校に対し、学校運営連絡協議会に出席するなど、自立的な歯科健康管理を行えるよ

う支援した。 

〔表１２－１〕 施設等歯科健康管理支援 

施設対象 

実施施設数 実施回数（延） 

1 ３ 

➁ 研修会・講習会

障害(児)者施設の職員、市関係部署職員、医療関係者等を対象に、歯科保健活動の技術向上を図

る研修会をオンラインで実施した。 

〔表１２－２〕 研修会・講習会 

数者加参数回施実内　容期時施実

令和５年 12 月 

障害者施設等歯科保健研修会（ＷＥＢ研修） 

テーマ：障害児者の歯科治療の実際 

  講 師：社会福祉法人鶴風会東京小児療育病院歯科診療担当科長

萩原 麻美 氏 

1 13 

③ 摂食嚥下機能支援基盤整備

地域の摂食嚥下機能支援の取組を推進するため、研修会とシンポジウムを開催した。 

〔表１２－３〕 摂食嚥下機能支援事業 研修会

数者加参数回施実内　容期時施実

令和５年 12 月 

摂食嚥下機能支援研修会兼栄養管理講習会(ＷＥＢ研修） 

テーマ：いま改めて高齢者の摂食嚥下機能支援を学ぶ 

       ～安全な食のために栄養士・管理栄養士が担う役割～ 

  講 師：東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 医歯学専攻 

       老化制御学講座 摂食嚥下リハビリテーション学分野 教授 

 戸原 玄 氏 

1 53 

令和６年２月 

摂食嚥下機能支援研修会（介護職向け）（ＷＥＢ研修） 

テーマ：いま改めて摂食嚥下機能支援を学ぶ 

       ～安全な食のために介護支援専門員(ｹｱﾏﾈ)が担う役割～ 

  講 師：日本歯科大学 教授 

       口腔リハビリテーション多摩クリニック 院長 

           菊谷 武 氏 

1 44 
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〔表１２－４〕 摂食嚥下機能支援事業 シンポジウム

数者加参数回施実内　容期時施実

令和６年１月 

摂食嚥下機能支援シンポジウム（ＷＥＢ及び集合の併用開催） 

（西多摩保健所・多摩立川保健所・多摩府中保健所 共催） 

テーマ：「食べるを考える」 ～人生を『食』で支えるために～ 

シンポジウム座長：一般社団法人西多摩医師会 会長 

           進藤 幸雄 氏 

  基調講演：医療法人社団つくし会 新田クリニック 院長 

            新田 國夫 氏 

  事例紹介：日本歯科大学 教授 

          口腔リハビリテーション多摩クリニック 院長 

               菊谷 武 氏 

   事例紹介：公益社団法人調布市医師会 会長 

             西田 伸一 氏 

1 

127 

(うち管内参

加者数 42） 

(2) 歯科保健普及対策事業

① 地域歯科保健活動の支援

保育所幼稚園等の歯科保健活動を支援するため、園の歯科保健指導者を対象に歯科保健に関する

研修会を実施した。 

〔表１２－５〕 地域歯科保健活動の支援 

数者加参数回施実内　容期時施実

令和５年５月 

保育所幼稚園等歯科保健指導者研修会（ＷＥＢ研修） 

テーマ：いま改めて「子どものむし歯」を学ぶ 

     ～すこやかな成長のために私たちが担う役割 

  講 師：東京医科歯科大学 名誉教授 

 川口 陽子 氏 

1 110 

➁ 歯科保健情報の収集発信

ライフステージに沿った歯科疾患や歯科保健行動に関する情報を収集分析し、地域診断に資す

るとともに、情報発信を行った。 

〔表１２－６〕 歯科保健情報の収集・発信

数答回数象対期時査調容内

収集：令和５年度「保育所幼稚園等歯科健診結果」に関する調査 4 月～3 月 407 園 344 園 

-園704付送のめとまの」査調果結診健科歯園稚幼所育保「度年４和令：信発

③ 地域歯科保健医療推進基盤整備

歯科保健事業の円滑な推進を図るために、圏域６市の歯科保健担当者連絡会を開催した。また、

地域の歯科保健向上を目指し、関係する諸機関との協議の場として、口腔保健分科会を開催し

た。 
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〔表１２－７〕 地域歯科保健医療推進基盤整備

数関機加参容内期時施実

令和５年７月 

北多摩南部保健医療圏 歯科保健担当者連絡会（1回目） 

（１）保健所からの報告 

（２）各市からの報告 

（３）各市からの質問と情報共有

6 

令和５年９月 

北多摩南部保健医療圏 歯科保健担当者連絡会（2回目） 

（北多摩西部保健医療圏歯科保健担当者連絡会に参加） 

（１）歯周病検診マニュアルの改訂について 

 （２）その他情報提供

6 

令和６年１月

 地域医療システム化推進部会 口腔保健分科会（ＷＥＢ及び集合の併用開催） 

（１）圏域の歯科保健状況について 

（２）東京都歯科保健推進計画「いい歯東京」について 

（３）歯周病検診マニュアルの改訂について 

（４）東京都北多摩南部地域保健医療推進プランについて 

16 

④ 市町村等支援、連携

圏域各市の歯科保健事業の円滑な実施及び地域関係機関の歯科保健活動支援のため、各市の歯

科保健担当者への情報提供や相談対応、歯科保健に関する研修会の開催、市の会議等への参画、

関係機関調整等を行った。 

〔表１２－８〕 市町村等支援、連携 

数者加参数回施実内　容期時施実

令和６年２月 

市町村歯科保健担当者研修会（５保健所共催） 

（ＷＥＢ及び集合の併用開催）

テーマ：災害時の歯科保健を考える 

  講 師：東京医科歯科大学 大学院 医歯学総合研究科 

       救急災害医学分野 非常勤講師（客員教授） 

 中久木 康一 氏 

1 

56 

(うち管内参

加者数 13） 
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